
１
．
は
じ
め
に

　

日
本
は
本
格
的
な
人
口
減
少
時
代
に

突
入
し
、
国
の
推
計
で
は
２
０
６
５
年

に
は
総
人
口
が
約
８
８
０
０
万
人
に
な

る
１
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、

市
町
村
は
、
人
口
減
少
に
伴
う
財
政
収

入
の
減
少
に
直
面
し
て
お
り
、
新
卒
採

用
の
抑
制
な
ど
に
よ
る
職
員
数
の
削
減

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
支
出
削
減
に
努
め
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
上
下
水
道
事
業

に
お
い
て
も
、
今
後
水
道
料
金
・
下
水

道
使
用
料
の
値
上
げ
が
避
け
ら
れ
な
い

こ
と
が
将
来
推
計
等
で
も
明
ら
か
に
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
も
経
営
の
効
率

化
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
み
が
推

進
さ
れ
て
き
た
。

　

分
野
横
断
型
の
官
民
連
携
モ
デ
ル

　

～
ド
イ
ツ
・
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が
も
た
ら
す
価
値
～

調査報告我
が
国
の
上
下
水
道
事
業
は
、
人
口
減
少
、
施
設
の
老
朽
化
、
大
規
模
災
害
の
頻
発
、
技
術
職
員
の
減
少
、
そ
し
て

今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
な
ど
急
激
な
環
境
変
化
（
悪
化
）
の
中
に
あ
る
。
国
お
よ
び
各
事
業
体
で
は
、
事
業
の
効
率
化
に
継

続
的
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
上
水
道
ま
た
は
下
水
道
の
範
囲
で
広
域
連
携
や
官
民
連
携
な
ど
多
様
な
施
策
を
講
じ
て
き

た
。
こ
の
点
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
上
下
水
道
に
お
け
る
取
組
み
が
大
い
に
参
考
と
な
る
。
一
方
で
、
上
下
水
道
を
超
え

た
分
野
を
横
断
し
た
横
連
携
に
よ
る
効
率
化
と
地
域
経
営
と
い
う
点
で
は
、
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
と
い
う
仕

組
み
が
、
今
後
の
我
が
国
の
上
下
水
道
事
業
経
営
に
大
き
な
示
唆
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

E
Y
新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
　
　
関
　
　
隆
宏

東
京
大
学　

下
水
道
シ
ス
テ
ム
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
研
究
室
・
特
任
准
教
授
　
　
加
藤
　
裕
之

　

例
え
ば
、
民
間
の
経
営
ノ
ウ
ハ
ウ
を

活
用
す
る
官
民
連
携
で
は
、
多
く
の
Ｐ

Ｐ
Ｐ
・
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
が
実
施
さ
れ
、
２

０
１
８
年
４
月
か
ら
は
上
下
水
道
事
業

で
初
め
て
公
共
施
設
等
運
営
権
を
活
用

し
た
下
水
処
理
場
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
事

業
が
浜
松
市
で
始
動
し
た
。
ま
た
、
読

者
の
記
憶
に
も
新
し
い
一
昨
年
の
水
道

法
改
正
で
は
、
水
道
事
業
に
お
い
て
公

共
施
設
等
運
営
権
の
枠
組
み
が
整
え
ら

れ
、
各
地
で
官
民
連
携
に
関
す
る
検
討

が
増
加
し
て
い
る
。
近
隣
事
業
体
の
間

で
規
模
の
経
済
を
追
求
す
る
広
域
連
携

に
つ
い
て
は
、
香
川
県
が
２
０
１
８
年

４
月
に
広
域
化
を
実
現
し
、
他
の
エ
リ

ア
に
お
い
て
も
広
域
連
携
の
取
組
み
が

行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
都
道
府
県
が
主

体
と
な
っ
た
広
域
化
プ
ラ
ン
の
策
定
に

関氏

加藤氏
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関
す
る
検
討
も
始
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
官
民
連
携
や
広
域
連
携

に
関
す
る
取
組
み
は
、
効
率
化
だ
け
で

な
く
、
事
業
体
内
の
職
員
減
少
へ
の
対

策
（
事
業
の
基
盤
強
化
）
と
し
て
も
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
事
業
体

で
は
、
前
述
の
よ
う
に
市
町
村
の
行
財

政
改
革
に
よ
る
採
用
枠
の
絞
り
込
み
の

影
響
を
受
け
、イ
ン
フ
ラ
を
日
々
管
理
・

維
持
し
て
い
く
た
め
の
技
術
者
不
足
や

技
術
承
継
の
枯
渇
を
招
き
、
限
ら
れ
た

職
員
に
よ
る
発
注
・
調
達
事
務
の
負
担

も
大
き
く
、
安
全
・
安
心
を
脅
か
す
原

因
に
も
な
っ
て
い
る
。
官
民
連
携
も
広

域
連
携
も
、
単
独
で
は
難
し
く
な
っ
て

き
た
人
手
の
確
保
を
補
う
重
要
な
手
法

と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
我
が
国
の
上
水
道
や

下
水
道
事
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
体

系
の
中
で
垂
直
的
な
改
善
施
策
を
講
じ

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
事
業
の
範

囲
を
超
え
た
他
事
業
と
の
連
携
は
限
定

的
と
な
っ
て
い
る
。
水
道
と
下
水
道
で

も
、
自
治
体
内
部
で
は
組
織
が
別
に
設

置
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
く
、
少
し

古
い
デ
ー
タ
で
は
あ
る
が
、
水
道
と
下

水
道
で
組
織
統
合
を
行
っ
て
い
る
事
業

体
は
平
成
22
年
３
月
時
点
で
１
，
５
６

５
団
体
中
６
８
０
団
体
（
約
43
％
）
と

な
っ
て
い
る
２
。
先
行
す
る
組
織
統
合

の
事
例
で
は
、
管
理
総
務
部
門
の
ス
リ

ム
化
等
に
よ
る
経
営
の
効
率
化
や
災
害

対
応
強
化
等
の
事
業
体
の
基
盤
強
化
な

ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

今
後
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
統
合
管
理

等
も
期
待
さ
れ
る
。

　

今
回
取
り
上
げ
る
ド
イ
ツ
の
シ
ュ

タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
は
、
地
域
の
電
気
・
ガ

ス
・
熱
供
給
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
上

下
水
道
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
イ
ン
フ
ラ
に

加
え
て
、
プ
ー
ル
、
駐
車
場
、
地
域
交

通
事
業
な
ど
を
含
め
た
イ
ン
フ
ラ
・
公

共
サ
ー
ビ
ス
の
総
合
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
と

し
て
、
自
治
体
か
ら
独
立
し
て
設
立
さ

れ
た
民
間
企
業
（
会
社
法
に
基
づ
く
株

式
会
社
に
あ
た
る
）
で
あ
る
。

　

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
は
、
独
立
主
体

と
し
て
安
定
的
に
人
材
を
採
用
・
育
成

し
て
お
り
、
複
数
イ
ン
フ
ラ
を
横
断
的

に
管
理
す
る
こ
と
で
事
業
の
効
率
化
を

実
現
し
、持
続
的
な
地
域
の
イ
ン
フ
ラ
・

公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
な
げ
て
い

写真１　中核都市のシュタットベルケの本社社屋（職
員数1,000人超）

写真２　地方都市シュタットベルケ社屋前に掲げられ
た看板

る
。
本
稿
で
は
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ

の
モ
デ
ル
が
日
本
の
市
町
村
が
抱
え
る

人
材
不
足
や
イ
ン
フ
ラ
管
理
の
効
率
化

な
ど
の
課
題
解
決
、
さ
ら
に
は
異
分
野

連
携
に
よ
る
上
下
水
道
の
新
た
な
サ
ー

ビ
ス
の
創
出
の
大
き
な
ヒ
ン
ト
に
な
る

と
考
え
、
そ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
紹
介

す
る
。

２
．
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
概
要

　

ド
イ
ツ
で
は
、
我
が
国
の
憲
法
に
あ

た
る
ド
イ
ツ
基
本
法
（Grundgesetz	

für	die	B
undesrepublik	D

euts-
chland

）
第
28
条
を
根
拠
に
地
方
自
治

が
保
障
さ
れ
て
お
り
、
自
治
体
が
地
域

に
関
す
る
全
て
の
事
項
を
自
己
の
責
任
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に
お
い
て
規
律
す
る
権
利
を
有
す
る

と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
う
え
で
、
ド
イ
ツ
人
の
「
生
存

配
慮
」（D

aseinsvorsorge

）
の
基
本

的
な
権
利
を
守
る
こ
と
を
目
的
に
、
自

治
体
が
公
共
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
保
障

責
任
（Gew

ährleistungspflicht

）
と

遂
行
責
任
（Erfüllungspflicht

）
を

負
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
３
。

　

こ
の
よ
う
な
地
方
自
治
制
度
下
に

お
い
て
自
治
体
に
課
せ
ら
れ
た
使
命

を
遂
行
す
る
こ
と
を
目
的
に
設
立
さ

れ
る
の
が
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
で
あ

り
、そ
の
名
（
シ
ュ
タ
ッ
ト
（
自
治
体
）

と
ベ
ル
ケ
（
仕
事
））
の
と
お
り
、自
治

体
の
仕
事
の
総
合
的
な
担
い
手
で
あ

る
。
欧
州
で
はPublic	Corporation

（
公
企
業
）
と
言
わ
れ
る
分
類
に
属
す

る
が
、「
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
」
そ
の
も

の
を
定
義
す
る
法
令
は
存
在
せ
ず
、
組

織
形
態
は
、
私
法
に
基
づ
く
民
間
企
業

形
態
で
あ
る
。

　

多
く
の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
歴

史
は
、
今
か
ら
１
０
０
～
１
５
０
年
ほ

ど
さ
か
の
ぼ
り
、
都
市
に
お
け
る
電
気

や
ガ
ス
、
上
下
水
道
等
の
需
要
に
合
わ

せ
て
始
ま
っ
て
い
る
。
電
気
の
普
及
以

前
は
、
街
灯
や
公
共
施
設
に
対
す
る
都

市
ガ
ス
供
給
や
上
下
水
道
な
ど
で
あ

り
、
電
気
普
及
後
は
、
都
市
ガ
ス
の
一

部
を
都
市
暖
房
や
給
湯
な
ど
の
熱
供

給
と
し
て
活
用
す
る
な
ど
、
少
し
ず
つ

そ
の
事
業
分
野
を
広
げ
現
在
の
総
合

サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
と
し
て
の

地
位
を
確
立
し
て
い
る
。
Ｖ
Ｋ
Ｕ

（V
erb

an
d
	K
om
m
u
n
-aler	

U
nternehm

en

：
公
企
業
協
会
）
の
公

表
資
料
で
は
、
世
論
調
査
結
果
か
ら
ド

イ
ツ
国
民
の
75
％
が
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ

ル
ケ
を
信
頼
し
て
い
る
と
さ
れ
て
お

り
（
大
学
（
80
％
）、医
師
（
78
％
）、警

察
（
77
％
）
に
次
ぐ
位
置
）、長
い
歴
史

の
中
で
高
い
信
頼
を
勝
ち
得
て
き
た

こ
と
が
分
か
る
。
特
に
、
本
資
料
に
よ

れ
ば
地
方
自
治
体
よ
り
高
い
信
頼
度

で
あ
る
。

　

な
お
、
す
べ
て
の
自
治
体
で
シ
ュ

タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が
設
立
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
の
基
礎
自
治

体
は
約
１
万
２
０
０
０
存
在
５
し
て
お

り
、
ド
イ
ツ
統
計
デ
ー
タ
（Statistis-

ches	Bundesam
t

）に
よ
る
と
公
的
機

関
か
ら
会
計
上
分
離
さ
れ
て
イ
ン
フ

ラ
・
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
企
業
数
は

２
０
１
９
年
時
点
で
１
万
６
８
３
３

社
（
こ
の
う
ち
自
治
体
管
轄
は
１
万
４

医師

図１　組織・団体の信頼度世論調査結果４

図２　ドイツのインフラ・公共サービスを担う公企業数
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８
１
２
社
）
存
在
し
、
私
法
に
基
づ
く

事
業
形
態
（
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
）
は

１
万
１
４
９
４
社
と
な
っ
て
い
る
６
。

　

一
見
す
る
と
基
礎
自
治
体
の
ほ
と
ん

ど
が
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
を
導
入
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
シ
ュ
タ
ッ
ト

ベ
ル
ケ
は
持
株
会
社
形
態
を
と
っ
て
い

る
場
合
が
多
く
、
１
つ
の
都
市
に
複
数

の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
（
分
野
別
子
会

社
）
が
存
在
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
た

め
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な

い
。
し
か
し
、
前
述
の
国
民
か
ら
の
高

い
信
頼
に
現
れ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
国

内
で
も
相
当
の
地
域
に
お
い
て
シ
ュ

タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

は
推
測
で
き
る
。

３
．
人
材
の
採
用
・
育
成
～
多
能

工
化
～

　

次
は
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
人
材
採

用
・
育
成
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
シ
ュ

タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
人
材
採
用
に
つ
い
て

は
、
自
治
体
か
ら
独
立
し
た
民
間
企
業

で
あ
る
た
め
、
各
会
社
が
自
社
の
経
営

計
画
に
合
わ
せ
て
自
由
に
採
用
を
行
っ

て
い
る
。
自
由
と
い
う
点
で
は
、
人
数

だ
け
で
な
く
必
要
な
職
種
に
も
あ
て
は

ま
り
、
給
与
水
準
等
も
独
自
の
規
程
が

設
定
さ
れ
運
用
さ
れ
て
い
る
。
自
治
体

の
職
員
に
つ
い
て
は
画
一
的
な
給
与
水

準
や
採
用
な
ど
の
点
で
一
定
の
制
度
的

制
約
を
受
け
る
が
、
民
間
企
業
で
あ
る

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
は
こ
の
よ
う
な
制

約
を
受
け
な
い
。
な
お
、
Ｖ
Ｋ
Ｕ
等
へ

の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
と
、
一
般
の
民

間
企
業
の
同
様
の
職
種
と
比
べ
る
と
給

与
水
準
は
決
し
て
高
く
な
い
と
い
う
。

し
か
し
、
前
述
の
歴
史
や
信
頼
度
に
も

表
れ
る
よ
う
に
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ

は
国
民
に
と
っ
て
準
公
務
員
的
な
位
置

づ
け
で
あ
る
よ
う
で
、
地
域
に
お
け
る

人
気
の
就
職
先
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

採
用
さ
れ
た
人
材
の
育
成
に
あ
た
っ

て
は
、シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
は
電
力
、ガ

ス
、
水
道
な
ど
の
複
数
分
野
を
横
断
的

に
管
理
で
き
る
多
能
工
人
材
の
育
成
に

努
め
て
い
る
。
我
が
国
の
上
下
水
道
事

業
の
組
織
統
合
で
は
、
総
務
部
門
な
ど

の
共
通
部
門
を
ス
リ
ム
化
し
た
り
窓
口

を
一
本
化
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
で
は
１
人
の
職
員

が
複
数
の
イ
ン
フ
ラ
の
知
見
を
有
す
る

こ
と
で
、
職
員
の
効
率
的
な
配
置
や

サ
ー
ビ
ス
対
応
の
集
約
化
に
よ
る
事
業

の
効
率
化
に
繋
げ
て
い
る
。

　

図
３
は
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ

ル
ク
州
に
あ
る
人
口
４
万
人
程
度
の

ニ
ュ
ル
テ
ィ
ン
ゲ
ン
市
に
あ
る
シ
ュ

タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ（
ニ
ュ
ル
テ
ィ
ン
ゲ
ン
・

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
）
の
組
織
図
で
あ

る
。
電
気
関
係
を
中
心
と
し
た
電
気
部

門
と
、
地
中
埋
設
物
・
土
木
に
係
る
水

道
等
の
部
門
、
そ
れ
か
ら
共
通
の
業
務

を
担
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
部
門
な
ど
か
ら

構
成
さ
れ
て
お
り
、
限
ら
れ
た
職
員
の

中
で
効
率
化
を
図
っ
て
い
る
。
サ
ー
ビ

ス
部
門
に
あ
る
中
央
制
御
室
に
つ
い
て

は
、
原
則
１
人
の
職
員
が
水
道
、
電
気
、

ガ
ス
、
熱
供
給
に
係
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
運
用
監
視
を
行
っ
て
い
る
。ま
た
、夜

間
の
緊
急
呼
び
出
し
に
備
え
た
職
員
の

待
機
者
に
つ
い
て
も
、
多
能
工
化
に

よ
っ
て
最
小
人
数
の
職
員
で
当
番
を
回

す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
職
員
の
負
担

の
軽
減
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

同
社
は
「
緊
急
時
に
30
分
以
内
に
か

け
つ
け
る
」
と
い
う
市
民
サ
ー
ビ
ス
に

関
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
掲
げ
て
お

り
、
人
材
の
多
能
工
化
は
地
域
に

密
着
し
た
企
業
に
も
大
き
く
寄

与
し
て
お
り
、
市
民
か
ら
の
信
頼

も
厚
い
。
災
害
の
多
い
、
日
本
に

も
参
考
に
な
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
と
体
制
で
あ
る
。

　

な
お
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の

対
象
業
務
に
は
下
水
道
事
業
に

関
す
る
業
務
も
含
ま
れ
る
が
、

ニ
ュ
ル
テ
ィ
ン
ゲ
ン
で
は
自
治

体
が
下
水
道
事
業
の
事
業
主
体

と
な
っ
て
い
る
。
下
水
道
に
つ
い

て
は
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
（
民

間
企
業
）
が
事
業
主
体
と
な
る

と
、
使
用
料
金
に
付
加
価
値
税

（
Ｖ
Ａ
Ｔ
：
10
％
程
度
）
が
課
さ
れ

る
一
方
で
、
自
治
体
が
事
業
主
体

と
な
る
と
付
加
価
値
税
が
課
さ

れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ニ
ュ
ル

図３　ニュルティンゲン・シュタットベルケの組織体制
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テ
ィ
ン
ゲ
ン
市
で
は
下
水
道
事
業
は
自

治
体
が
管
理
し
て
い
る
。も
ち
ろ
ん
、自

治
体
が
管
理
し
て
い
る
と
し
て
も
、

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
と
の
間
で
密
接
な

連
携
が
図
ら
れ
て
お
り
、
工
事
時
期
の

調
整
な
ど
は
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
他
の
都
市
で
は
、
下
水
道
事

業
を
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が
受
託
す
る

ケ
ー
ス
や
、
付
加
価
値
税
が
あ
っ
て
も

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が
事
業
主
体
と
な

る
ケ
ー
ス
も
存
在
し
て
お
り
、
各
地
域

の
実
情
に
合
わ
せ
た
運
用
が
な
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

４
．
事
業
ミ
ッ
ク
ス
と
経
済
の
域

内
循
環

　

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が
担
っ
て
い
る

事
業
の
な
か
に
は
、
電
気
・
ガ
ス
・
熱

な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
上
下
水
道
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
イ
ン
フ
ラ
に
加
え
て
、

プ
ー
ル
、
駐
車
場
、
地
域
交
通
事
業
な

ど
の
赤
字
事
業
も
含
ま
れ
て
い
る
。
自

由
化
さ
れ
た
電
気
や
ガ
ス
は
も
ち
ろ
ん
、

地
域
独
占
の
上
下
水
道
事
業
も
料
金
回

収
の
原
則
が
取
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
イ
ン
フ
ラ
は
安
定
利

益
を
上
げ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
事
業

で
あ
る
。
一
方
の
プ
ー
ル
、
駐
車
場
お

よ
び
地
域
交
通
事
業
な
ど
は
、
公
共
的

観
点
か
ら
サ
ー
ビ
ス
水
準
に
見
合
っ
た

料
金
設
定
を
行
う
こ
と
が
難
し
く
、
自

治
体
か
ら
低
廉
価
格
で
の
サ
ー
ビ
ス
提

供
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
も
多

く
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
中
で
は
赤

字
事
業
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
一
般
的

で
あ
る
。

　

読
者
の
多
く
は
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル

ケ
が
民
間
企
業
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
赤
字
の
事
業
を
抱
え
続
け
て
い
る

こ
と
を
不
思
議
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
。

我
が
国
の
官
民
連
携
事
業
で
も
、
民
間

企
業
が
採
算
を
取
れ
る
事
業
か
ど
う
か

が
論
点
と
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ

る
。
で
は
、
ド
イ
ツ
で
は
自
治
体
が
お

荷
物
の
赤
字
事
業
を
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル

ケ
に
無
理
に
押
し
付
け
て
い
る
の
か
。

一
見
す
る
と
そ
う
受
け
取
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
は

自
治
体
が
１
０
０
％
（
ま
た
は
過
半
数

以
上
）
出
資
し
た
企
業
で
あ
り
、
収
益

の
確
保
だ
け
で
な
く
、
経
済
の
域
内
循

環
さ
せ
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
と
い
う

目
的
が
存
在
し
て
い
る
。

　

民
間
企
業
で
あ
る
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル

ケ
に
は
当
然
な
が
ら
事
業
税（
法
人
税
）

が
発
生
す
る
。
黒
字
事
業
だ
け
の
場
合
、

収
益
の
一
部
は
税
と
し
て
市
町
村
外

（
域
外
）に
も
流
出
し
て
い
く
。
し
か
し
、

意
図
的
に
赤
字
事
業
を
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
で
、
黒
字
事
業
の
利
益
が
、
赤
字

事
業
の
損
失
と
相
殺
さ
れ
る
た
め
、

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
に
か
か
る
税
負
担

が
下
が
る
。
つ
ま
り
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ

ル
ケ
は
、
地
域
で
得
ら
れ
た
収
益
の
一

部
を
、
域
外
に
流
出
さ
せ
る
こ
と
な
く
、

域
内
の
た
め
の
事
業
へ
直
接
充
当
さ
せ

る
こ
と
で
、
料
金
や
サ
ー
ビ
ス
の
対
価

な
ど
の
域
内
経
済
循
環
を
可
能
と
し
て

い
る
。ニ
ュ
ル
テ
ィ
ン
ゲ
ン
・
シ
ュ
タ
ッ

ト
ベ
ル
ケ
で
は
、
節
税
に
お
け
る
効
果

が
年
間
１
億
円
ほ
ど（
総
収
入
60
億
円
）

に
上
る
。

　

こ
の
他
に
も
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
は

地
域
に
密
着
し
た
企
業
と
し
て
地
域
の

人
材
採
用
や
地
元
企
業
へ
の
発
注
も

行
っ
て
い
る
。
図
４
は
、
エ
ッ
ト
リ
ン

ゲ
ン
市
の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
に
お
け

る
各
事
業
別
の
収
入
が
ど
れ
ほ
ど
地
域

内
で
使
用
さ
れ
て
い
る
か
を
シ
ュ
タ
ッ

ト
ベ
ル
ケ
・
エ
ッ
ト
リ
ン
ゲ
ン
が
公
表

し
た
も
の
で
あ
り
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル

ケ
が
地
域
経
済
に
と
っ
て
も
極
め
て
大

き
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
指
標
は
日
本

の
自
治
体
に
と
っ
て
も
大
い
に
参
考
に

な
る
。

５
．
シ
ナ
ジ
ー
効
果
に
よ
る
新
た

な
事
業
の
創
出

　

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
は
近
年
デ
ジ
タ

ル
化
の
波
を
受
け
て
新
た
な
サ
ー
ビ
ス

展
開
も
始
め
て
い
る
。
水
道
メ
ー
タ
ー

の
ス
マ
ー
ト
メ
ー
タ
ー
化
は
も
ち
ろ
ん
、

電
気
や
シ
ス
テ
ム
に
精
通
し
た
技
術
者

を
有
す
る
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
は
、
電

図４　シュタットベルケ・エットリンゲンにおける収入に占める地域内支
出の割合（総収入約80億円)７
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気
自
動
車
用
の
給
電
ス
タ
ン
ド
や
カ
ー

シ
ェ
ア
サ
ー
ビ
ス
、
電
気
ス
ク
ー
タ
ー

の
販
売
・
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
な
ど
の
新
規

事
業
に
投
資
を
行
っ
て
い
る
。

　

近
年
は
上
下
水
道
施
設
の
ポ
ン
プ
な

ど
を
活
用
し
た
疑
似
的
な
発
電
シ
ス
テ

ム
（
バ
ー
チ
ャ
ル
・
パ
ワ
ー
・
プ
ラ
ン

ト
：
Ｖ
Ｐ
Ｐ
）
の
構
築
に
も
力
を
入
れ

て
お
り
、
こ
れ
ま
で
限
定
的
で
あ
っ
た

上
下
水
道
と
電
力
事
業
の
組
み
合
わ
せ

に
よ
る
新
し
い
事
業
の
創
出
が
期
待
さ

れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
通
信
分
野
で
はLoRaW

A
N

（L
ow
	R
an
g
e	W

id
e	A

rea	
N
etw
ork

）
技
術
を
活
用
し
た
位
置
情

報
や
管
理
状
況
を
追
跡
す
る
た
め
の

サ
ー
ビ
ス
（
見
守
り
な
ど
）
も
手
掛
け

始
め
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
事
業
は
、大

都
市
で
は
大
手
の
民
間
企
業
が
参
入
し

て
い
る
分
野
で
は
あ
る
が
、
例
え
ば
小

規
模
な
地
方
都
市
で
は
民
間
企
業
と
し

て
の
採
算
が
見
込
め
ず
、
サ
ー
ビ
ス
の

普
及
が
進
ん
で
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な

エ
リ
ア
に
お
い
て
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ

が
代
わ
り
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ

と
で
、
地
域
の
満
足
度
の
向
上
に
も
繋

げ
て
い
る
。

　

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
・
ニ
ュ
ル
テ
ィ

ン
ゲ
ン
に
お
い
て
も
既
存
の
ノ
ウ
ハ
ウ

を
生
か
し
、
給
電
ス
タ
ン
ド
を
設
置
し
、

さ
ら
に
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
と
連
携
し
通

信
技
術
を
活
か
し
て
給
電
ス
タ
ン
ド
の

使
用
状
況
を
示
す
市
民
向
け
ア
プ
リ
を

導
入
す
る
な
ど
新
た
な
事
業
を
始
め
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
既
存
事
業
と
の
親
和

性
を
生
か
し
た
新
規
事
業
の
展
開
も
、

複
数
イ
ン
フ
ラ
を
横
断
的
に
管
理
す
る

メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル

ケ
は
イ
ン
フ
ラ
の
総
合
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ

バ
イ
ダ
ー
と
し
て
、
全
体
最
適
の
観
点

か
ら
管
理
を
効
率
化
し
、
ま
た
自
治
体

の
ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
な
ど
を
推
進
す
る

た
め
の
技
術
的
な
助
言
・
デ
ー
タ
の
提

供
を
行
う
な
ど
、
自
治
体
の
機
能
を
補

完
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
存
在
と
な
っ

て
い
る
。

　

６
．
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
ガ
バ

ナ
ン
ス

　

こ
こ
で
は
自
治
体
が
出
資
設
立
し
た

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
に
対
し
、
自
治
体

が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
る
か
、
ま

た
一
方
で
ど
の
よ
う
に
し
て
民
間
企
業

と
し
て
の
柔
軟
な
人
材
採
用
・
育
成
や

機
動
的
な
経
営
を
実
現
し
て
い
る
の
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
側

面
か
ら
説
明
し
た
い
。

　

一
般
的
な
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
構
造
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う

な
仕
組
み
・
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
。

・
自
治
体
は
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
へ

の
「
出
資
」
を
通
じ
て
、
複
数
の
監

査
役
を
首
長
お
よ
び
議
員
等
の
中
か

ら
選
任
し
、
事
業
に
関
す
る
最
終
的

な
責
任
を
持
つ
。

・「
監
査
役
会
８
」
は
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル

ケ
の
事
業
目
的
の
変
更
、
決
算
の
承

認
、
会
社
の
買
収・売
却
、
会
社
の
解

散
等
の
重
要
事
項
に
加
え
て
、
執
行

役
の
選
解
任
権
を
有
す
る
。
な
お
、会

社
法
制
上
「
監
査
役
会
」
は
、経
営
執

行
の
事
後
的
な
監
督
に
専
念
す
る
こ

と
を
原
則
と
し
、執
行
権
は
な
く
、重

要
な
経
営
事
項
に
つ
い
て
も
事
前
の

同
意
権
を
有
す
る
に
と
ど
ま
る
。

・
自
治
体
は
経
営
に
直
接
関
与
せ
ず
、

外
部
か
ら
経
営
の
専
門
家
を
経
営
者

と
し
て
選
任
し
、
そ
の
経
営
者
に

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
経
営
全
般
を

委
ね
、
機
動
的
な
経
営
を
可
能
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
自
治
体
か
ら
独
立

し
て
存
続
し
て
き
た
歴
史
の
中
で

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
専
門
の
経
営
人

材
が
育
成
さ
れ
、
こ
れ
を
支
え
続
け

て
き
た
。

・
監
督
者
で
あ
る
自
治
体
（
な
い
し
監

査
役
会
）
は
経
営
者
の
選
解
任
権
を

有
し
、
ま
た
、
経
営
者
は
経
営
成
績

（
Ｋ
Ｐ
Ｉ
を
設
定
）が
一
定
水
準
に
満

た
な
い
場
合
に
は
監
査
役
会
に
よ
っ

て
解
任
さ
れ
る
た
め
、
双
方
と
も
に

緊
張
感
の
あ
る
関
係
が
作
出
さ
れ
て

い
る
。

・
州
の
自
治
体
コ
ー
ド
（
我
が
国
の
地

方
自
治
法
に
あ
た
る
）
に
お
い
て
、

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
出
資
者
と
し

て
の
自
治
体
に
対
し
、
出
資
会
社
た

る
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
を
含
む
年
度

決
算
書
の
策
定
、
会
計
監
査
の
実
施

や
投
資
報
告
書
の
公
表
が
義
務
付
け

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
内

容
が
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
定
款
に

も
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の

ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
は
、
官
が
持
つ
公

益
性
と
民
間
企
業
が
持
つ
経
営
ノ
ウ
ハ

ウ
や
機
動
性
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
特

徴
を
活
か
し
た
役
割
分
担
を
行
い
、
責

任
の
所
在
を
明
確
化
し
、
自
己
規
律
を

働
か
せ
る
と
い
っ
た
特
徴
を
有
し
て
い

る
。
出
資
は
ほ
ぼ
自
治
体
で
あ
る
も
の

の
、
経
営
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
社
長
は
経

営
ノ
ウ
ハ
ウ
を
有
す
る
民
間
か
ら
選
ぶ

と
い
う
形
も
合
理
的
で
あ
る
。
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我
が
国
で
は
、
バ
ブ
ル
時
代
の
経
験

か
ら
第
三
セ
ク
タ
ー
は
失
敗
す
る
、
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
先
行
す
る

文
献
等
９
で
は
、日
本
の
三
セ
ク
な
ど
に

内
在
す
る
問
題
点
と
し
て
、
役
員
が
経

営
的
感
覚
や
事
業
内
容
に
熟
知
し
て
い

な
い
自
治
体
Ｏ
Ｂ
の
単
な
る
天
下
り
先

ポ
ス
ト
や
あ
て
職
と
な
っ
て
い
た
り
、

意
思
決
定
が
あ
い
ま
い
に
な
る
な
ど
の

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
不
全
を
指
摘
し
て
い
る
。

官
の
強
み
・
弱
み
、
民
間
の
強
み
・
弱

み
を
相
互
に
補
完
す
る
組
織
体
系
に

な
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　

こ
の
よ
う
に
我
が
国
と
は
異
な
る
ガ

バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
を
持
つ

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
で
は

あ
る
が
、
ド
イ
ツ
全
土
を
見

れ
ば
こ
れ
ま
で
も
破
綻
し

た
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
が

存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の

ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
は
、
１

０
０
年
、
１
５
０
年
と
い
う

長
い
歴
史
の
中
で
築
き
上

げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は

疑
い
よ
う
も
な
く
、
ド
イ
ツ

の
主
要
な
自
治
体
に
よ
る

団
体
で
あ
る
ド
イ
ツ
都
市

会

議
（D

e
u
tsch

e
r	

Städtetag

）
は
こ
れ
ま
で

培
っ
た
知
見
を
公
企
業
の

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
取
り

ま
と
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る

こ
と
で
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
重

要
性
を
説
い
て
い
る
。

７
．
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ

　

の
日
本
へ
の
適
用

　

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
①
自
治
体
か

ら
独
立
、②
分
野
横
断
に
よ
る
効
率
化
・

付
加
価
値
、
③
地
域
に
根
差
し
た
人
材

の
採
用
・
多
能
工
化
、
④
経
済
の
地
域

内
循
環
モ
デ
ル
、
⑤
公
益
性
と
機
動
性

を
両
立
さ
せ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
と

い
っ
た
特
徴
は
、
財
政
や
人
材
不
足
の

面
で
課
題
を
抱
え
る
我
が
国
の
上
下
水

道
事
業
に
対
し
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
与
え

て
い
る
と
考
え
る
。

　

但
し
、
我
が
国
の
上
下
水
道
事
業
を

は
じ
め
と
し
た
イ
ン
フ
ラ
・
公
共
施
設

の
管
理
は
、
事
業
ご
と
の
個
別
委
託
が

進
ん
で
お
り
、
ま
た
こ
れ
ま
で
長
い
間

縦
割
り
行
政
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
こ

に
携
わ
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
（
行
政
・
公
的

法
人
・
民
間
等
）
が
専
門
特
化
し
て
お

り
、
横
断
的
に
管
理
で
き
る
者
が
限
ら

れ
て
い
る
点
に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
加
え
て
、
民
間
側
の
こ
れ
ま

で
の
事
業
体
系
か
ら
イ
ン
フ
ラ
・
公
共

サ
ー
ビ
ス
に
総
合
的
に
精
通
し
た
経
営

者
も
不
足
し
て
お
り
、
単
に
民
間
か
ら

経
営
者
を
採
用
し
て
も
公
共
側
と
の
ミ

ス
マ
ッ
チ
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

一
方
で
、
我
が
国
の
先
進
的
な
取
組

み
を
見
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
シ
ュ

タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
的
な
性
格
を
有
す
る
と

考
え
ら
れ
る
事
業
モ
デ
ル
が
少
し
ず
つ

出
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
水
道
の
官

民
連
携
分
野
で
は
広
島
県
の
「
水
み
ら

い
広
島
」、下
水
道
の
北
九
州
市
の
「
北

九
州
ウ
ォ
ー
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
」
な
ど
事

業
運
営
主
体
に
公
共
が
出
資
参
加
す
る

事
例
や
、
自
治
体
が
１
０
０
％
出
資
設

立
し
他
都
市
等
の
上
下
水
道
事
業
の
サ

ポ
ー
ト
を
す
る
横
浜
市
の
「
横
浜

ウ
ォ
ー
タ
ー
」（
社
長
は
民
間
か
ら
採

用
）
な
ど
の
事
例
が
あ
る
。

　

ま
た
、
滋
賀
県
大
津
市
で
は
、
公
営

ガ
ス
事
業
の
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
一
部

水
道
事
業
の
維
持
管
理
業
務
も
セ
ッ
ト

に
し
た
事
業
が
２
０
１
９
年
４
月
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。大
津
市
で
は
、一

般
ガ
ス
料
金
の
水
準
維
持
と
い
う
公
共

の
関
与
を
残
し
な
が
ら
、
ガ
ス
小
売
全

面
自
由
化
の
環
境
下
で
公
営
事
業
で
は

難
し
か
っ
た
電
気
・
ガ
ス
の
セ
ッ
ト
販

売
な
ど
が
官
民
出
資
会
社
に
よ
り
実
施

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、従
来
は
ガ
ス
・

水
道
一
体
で
市
職
員
が
実
施
し
て
い
た

緊
急
対
応
な
ど
の
業
務
に
つ
い
て
、
新

会
社
へ
派
遣
さ
れ
た
市
職
員
と
民
間
企

業
出
身
者
に
よ
り
引
き
継
が
れ
て
お
り
、

官
民
連
携
に
よ
り
着
実
な
技
術
継
承
と

図５　シュタットベルケの特徴まとめ
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複
数
イ
ン
フ
ラ
の
一
体
的
な
管
理
が
図

ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
民
間
企
業
と
し
て
の
機

動
性
を
活
か
し
つ
つ
、
公
共
と
し
て
の

一
定
の
関
与
を
行
う
こ
と
で
公
益
性
を

確
保
し
市
民
に
安
心
感
を
も
た
ら
す
と

い
う
点
で
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
に
近

い
存
在
で
あ
る
。

　

こ
の
他
に
も
、
複
数
分
野
を
対
象
と

す
る
組
織
で
は
な
い
が
、
下
水
道
を
対

象
と
す
る
官
民
出
資
会
社
で
は
東
京
都

下
水
道
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
、
大
阪
市

出
資
の
ク
リ
ア
ウ
ォ
ー
タ
ー
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ

Ａ
株
式
会
社
が
あ
る
。

　

ま
た
、
市
町
村
の
副
市
長
・
部
長
・

公
営
企
業
管
理
者
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
民

間
人
材
か
ら
の
登
用
と
い
う
事
例
も
あ

る
。
さ
ら
に
、
第
三
セ
ク
タ
ー
の
社
長

公
募
に
も
多
く
の
民
間
人
材
か
ら
の
申

し
込
み
が
あ
る
な
ど
、
民
間
人
材
の
公

共
経
営
へ
の
関
心
は
間
違
い
な
く
高

ま
っ
て
い
る
。

　

財
政
難
・
人
材
難
に
直
面
す
る
市
町

村
が
そ
の
解
決
策
と
し
て
、官
民
連
携
・

専
門
人
材
の
登
用
の
た
め
の
受
け
皿
と

し
て
、
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
的
な
モ
デ

ル
を
選
択
す
る
動
き
は
、
今
後
も
各
地

で
広
が
り
を
見
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

７
．
最
後
に

　

急
激
な
人
口
減
少
・
環
境
変
化
の
中

で
、
将
来
的
に
水
道
料
金
・
下
水
道
使

用
料
の
値
上
げ
を
避
け
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、

様
々
な
効
率
化
に
関
す
る
取
組
み
を
着

実
に
遂
行
し
て
い
く
こ
と
で
、
値
上
げ

幅
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
持
続
的
に

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く
こ
と
は
、

個
々
の
上
下
水
道
事
業
を
管
理
運
営
す

る
市
町
村
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
。

　

電
気
事
業
や
ガ
ス
事
業
が
大
手
の
民

間
企
業
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
る
我

が
国
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
タ
ッ

ト
ベ
ル
ケ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
そ
の

ま
ま
日
本
に
適
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
限
定
的
で
あ
っ
た

上
下
水
道
事
業
に
お
け
る
分
野
横
断
の

連
携
、
さ
ら
に
は
人
材
の
確
保
や
経
済

の
地
域
循
環
と
い
っ
た
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ

ル
ケ
が
生
み
出
し
て
い
る
価
値
に
つ
い

て
は
、
大
い
に
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
。

シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
は
、
そ
の
際
の
貴

重
な
モ
デ
ル
事
例
と
な
り
う
る
の
で
は

な
い
か
。

　

ま
た
、
我
が
国
に
お
け
る
三
セ
ク
な

ど
の
失
敗
を
教
訓
と
し
、
単
に
自
治
体

出
資
会
社
が
悪
と
断
じ
ず
、
シ
ュ
タ
ッ

ト
ベ
ル
ケ
が
成
功
し
て
い
る
背
景
（
制

度
・
仕
組
み
）
を
よ
く
理
解
し
た
う
え

で
、
日
本
の
法
制
度
・
ビ
ジ
ネ
ス
構
造

な
ど
に
照
ら
し
、
ど
の
よ
う
な
分
野
横

断
の
連
携
が
可
能
か
、
ど
の
よ
う
な
出

資
形
態
・
組
織
形
態
に
す
べ
き
か
、
ど

の
よ
う
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
を
確
立
す

べ
き
か
、
ど
の
よ
う
に
地
域
の
合
意
を

図
っ
て
い
く
の
か
な
ど
、
今
こ
そ
大
胆

な
議
論
が
必
要
と
考
え
る
。
本
稿
が
そ

の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

---------------------------------------------------------

１　

人
口
問
題
研
究
資
料
第
３
３
６
号

「
日
本
の
将
来
推
計
人
口（
平
成
29
年
推

計
）」、
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研

究
所
（
２
０
１
７
年
）

２　

衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
地
方

公
共
団
体
に
お
け
る
上
下
水
道
事
業
の

一
体
的
運
営
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書
（http://w

w
w
.shugiin.

go.jp/internet/itdb_shitsum
on.

nsf/htm
l/shitsum

on/b177306.htm
（
２
０
２
０
年
６
月
23
日
ア
ク
セ
ス
））

３　

板
垣
勝
彦
『
保
障
行
政
の
法
理
論
』

（
弘
文
堂
、
２
０
１
３
年
）

４　
「
ド
イ
ツ
の
自
治
体
に
お
け
る
シ
ュ

タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
役
割
」（
ヨ
ー
ク
、「
持

続
可
能
な
『
担
い
手
』
の
あ
り
方
」
セ

ミ
ナ
ー
資
料
よ
り
）

５　
「
ド
イ
ツ
の
地
方
自
治
（
概
要
版
）」

（
財
団
法
人
自
治
体
国
際
化
協
会
、２
０

１
１
年
）

６　

人
口
10
万
人
程
度
の
中
規
模
都
市
以

上
の
シ
ュ
タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
に
は
持
株
会

社
形
態
を
取
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
、

１
つ
の
自
治
体
の
域
内
に
持
株
会
社
を

通
じ
て
事
業
ご
と
に
複
数
の
会
社
が
設

立
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

７　
「
ド
イ
ツ
の
自
治
体
に
お
け
る
シ
ュ

タ
ッ
ト
ベ
ル
ケ
の
役
割
」（
ヨ
ー
ク
、「
持

続
可
能
な
『
担
い
手
』
の
あ
り
方
」
セ

ミ
ナ
ー
資
料
よ
り
）

８　

日
本
の
会
社
法
に
お
け
る
監
査
役
会

と
は
異
な
る
概
念
で
あ
る
こ
と
に
留
意

が
必
要
。
ド
イ
ツ
の
会
社
法
（
株
式
会

社
法
）
に
お
け
る
監
査
役
会
は
、
出
資

者
総
会
（
社
員
総
会
・
株
主
総
会
）
か

ら
選
任
さ
れ
た
監
査
役
で
構
成
さ
れ
、

経
営
者
（
執
行
役
／
取
締
役
）
の
選
解

任
権
を
有
し
、
重
要
な
意
思
決
定
事
項

に
つ
い
て
事
前
同
意
権
が
あ
る
も
の
の
、

会
社
の
意
思
決
定
自
体
を
行
う
こ
と
は

で
き
な
い
機
関
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
「
指
名
委
員

会
等
設
置
会
社
」
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

９　
『
地
域
力
の
再
生　

三
セ
ク
・
地
域
交

通
・
自
治
体
病
院
の
再
生
モ
デ
ル
』（
事

業
再
生
実
務
家
協
会
公
企
業
体
再
生
委

員
会
編
、
２
０
０
７
年
）
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